
○滝沢市男女共同参画推進委員会設置要綱 

平成１７年４月２６日 

告示第８２号 

改正 平成１８年３月２９日告示第９０号 

平成２３年７月１５日告示第１５４号 

平成２５年１２月１３日告示第１７６号 

平成２７年３月３０日告示第５８号 

注 平成２７年３月から改正経過を注記した。 

（設置） 

第１条 男女共同参画計画に関する重要事項を推進するため、滝沢市男女共同参画推進委

員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、滝沢市男女共同参画計画「たきざわ輝きプラン」の推進及び進捗状況

を管理するため必要な情報を収集し、普及活動に努める。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 市内に住所を有する者（公募を含む。） ５人 

（２） 市内企業 ２人 

（３） 関係団体 ５人 

（４） 知識経験を有する者 ３人 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員のうちから互選とする。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会の議長となる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴



くことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、市民環境部地域づくり推進課において処理する。 

（平２７告示５８・一部改正） 

（補則） 

第８条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に

定める。 

附 則 

この告示は、平成１７年４月２６日から施行する。 

附 則（平成１８年３月２９日告示第９０号） 

この告示は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年７月１５日告示第１５４号） 

この告示は、平成２３年７月１５日から施行する。 

附 則（平成２５年１２月１３日告示第１７６号抄） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２６年１月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３０日告示第５８号） 

この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 

 


